
ふ ず り な

電話で「お金」「キャッシュカード」「暗証番号」「預金残高」等の話をされたら、それは詐欺

です。 特殊詐欺にあわないために、一人で判断せず、家族や警察等に必ず相談してください。

不特定多数の被害者を、電話やメール、はがき

等を使い、対面することなく信用させ、現金等を

だまし取る犯罪の総称

令和６年 ６月号
佐 野 警 察 署
電話２４－０１１０
葛 生 交 番
電話８５－２１５５

連日ニュースで取り上げられている『特殊詐欺』

残念ながら、栃木県内でも令和６年３月中には２９

件の被害を認知しています。

今回は、地域の皆さんに特殊詐欺にあたる１０類型

を知ってもらい、今後の特殊詐欺による被害を１件で

も減らせるように、ご協力をよろしくお願いします。

息子や孫、公務員等を装って、被害者の親族が起こし
たトラブルをかたり、その補填を名目として金銭をだま
し取るもの。

警察官や銀行員等を装い、「被害者の口座が犯罪に利

用されているため、カードを交換する必要がある」等と

かたり、キャッシュカード等をだまし取るもの。

メールやハガキ等を使い、未払い料金がある等といっ

た架空の事実を口実にして、お金や電子マネー等をだま

し取るもの。

被害者に、税金や保険料の還付金があると信じさせ、

受給する為の手続きとしてＡＴＭを操作させて、犯人の

口座に金銭を振り込ませるもの。

実際に融資する意思がないのに、簡単審査や低金利等

をうたい、融資を申し込んできた人に保証金や保険料と

して犯人の口座に金銭を振り込ませるもの。

架空または価値の乏しい未公開株や社債等に関する虚

偽の情報を提供し、購入すれば必ず儲かる等と被害者を

だまし、購入費用として金銭を振り込ませるもの。

雑誌の広告やメール等を使い、「パチンコ打ち子募集」

等の名目で不特定多数の応募者を募り、会員登録料や情

報料として金銭をだまし取るもの。

雑誌に「女性紹介」等と掲載したり、不特定多数の者

に同様のメールを送り、これに応募してきた人に登録料

や情報料等のとして金銭をだまし取るもの。

ほかの詐欺に該当しない特殊詐欺のこと。

警察官や銀行員等を装い、被害者に「キャッシュカー

ドが不正に利用されている」等と電話し、カードを準備

させ、その後、自宅に赴いた犯人の仲間がそのカードを

封筒にしまい、印鑑を用意させる等、被害者が目を離し

た隙に空の封筒と入れ替え、カードをだまし取るもの。

詐欺の形態 認知件数 被害額

オレオレ詐欺 ６件  2,288万円

預貯金詐欺 ５件 約 757万円

架空料金請求詐欺 ６件 3,985万円

還付金詐欺 ４件 約 317万円

融資保証金詐欺 １件 5万円

金融商品詐欺 ２件 2,360万円

ギャンブル詐欺 ０件 0円

交際あっせん詐欺 ０件 0円

その他の特殊詐欺 ４件 約 494万円

キャッシュカード詐欺盗 １件 20万円

総数 ２９件 約 10,225万円


